
【総論、自己資本比率計算】 
【第 2章～第 5 章（国際統一基準、国内基準）関係】 

 

＜投資損失引当金・偶発損失引当金等の取扱い＞ 

【関連条項】第 1条、第 6条等、第 10条等、第 71 条 

第 1 条－Q1 投資損失引当金・偶発損失引当金について、一般貸倒引当金や個別貸倒引当

金と同様の取扱いが認められますか。 

（平成 20年 12 月 24 日追加） 

（A） 

一般的に、投資損失引当金や偶発損失引当金は、信用リスクにかかる引当金として実務

的に定着しており、一般貸倒引当金、あるいは個別貸倒引当金の計上方法に準じた取扱い

となっていることから、内部格付手法においては、適格引当金（第 1 条）として、標準的

手法においては、一般貸倒引当金（第 6 条等）、あるいは個別貸倒引当金（第 10 条等、第

71 条）と同様のものとして、取扱うことで差し支えはありません。 

ただし、投資損失引当金や偶発損失引当金などの勘定科目を有している場合でも、それ

が、一般貸倒引当金に準じる形で計上されているもの、あるいは、個別貸倒引当金に準じ

る形で計上されているものとを適切に区分した上で、告示上、その性格に応じた引当金の

勘案を行う必要があります。 

 

 

＜株式等エクスポージャーに対し計上されている投資損失引当金の取扱い＞ 

【関連条項】第 8条、第 20 条、第 31 条、第 43条 

第 8 条－Q3 PD/LGD 方式の適用対象となる株式等エクスポージャーに対し、投資損失引当

金が計上されている場合、当該引当金により、株式等エクスポージャーにかかる期待損

失額を減額することは可能ですか。 

（平成 20年 12 月 24 日追加） 

（A） 

減額しても差し支えありません。 

【別紙５】



 （別添）「中小企業等向けエクスポージャー及び個人向けエクスポージャー」の仕分け 

   

金融機関or証券会社向けか？ 

抵当権付住宅ローンか？ 

不動産取得等事業向けか？ 

「一の債務者」(名寄せ後、○保を除く)

の金額が 1億円以下か？ 

「一の債務者」(名寄せ後、○保を除く)の金

額が小口分散基準(0.2%以下)を満たすか？ 

延滞エクスポージャー(○延)か？ 

○保か? 

○延か？ 

○保か? 

第63条、第64条により20～150％ 

第 69 条により 35％ 

第 72 条により 50～100％ 

第 70 条により 100％ 

第 65 条、第 66条により 150％ 

第 74 条、第 75条により 10％ 

第 71 条により 50～150％ 

(上記各条により 150％となった

場合も本条を適用する。) 

第 68 条により 75％ 

No 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

Yes Yes 

Yes 

○延か？ 

○延か？ 

○延か？ 

第65条、第66条により20～150％ 

第 67 条、第 77条により 100％ 

No 

Yes 

No 

Yes 

No 

No 

No 

Yes 

Yes 

No 

Yes 

Yes 

適用されるリスク・ウェイト 
取立未済手形 or 出資等か？ 

第 73条により 20％ 

第 76 条により 100％ 

Yes 

No 

○保か? 
Yes 

No 

当該エクスポージャーの額が、『｢一
の債務者｣の金額が 1億円以下』で
あるエクスポージャーの合計額（○保

を含み、○延を除いた額）に 0.2％
を乗じた額以下かを確認する。 

信用保証協会等により保証されたエクスポージャー(○保）か？ 

No 

Yes 
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